
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
地中の汚染物質を囲んで、下方の不透水層に達しない長さの遮水壁を打設し、該遮水層で
囲まれた内部の地下水流の流速を低下させて、汚染物質が溶出した地下水の移動を遅らせ
る遮水壁による地中汚染物質の封じ込め方法において、地下水流に直交する方向の遮水壁
の設置幅と遮水壁の打設深さとの何れか一方もしくは双方を変えて、遮水壁で囲まれた内
部の特定部所の地下水流の流速を調節することを特徴とする遮水壁による地中汚 物質の
封じ込め方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、遮水壁による地中汚染物質の封じ込め方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
地中の汚染物質は、通常、地下水に溶出して地下水とともに移動して拡散してゆくが、こ
れを地中の特定の範囲に止めておくために、従来は、汚染物質の周りを不透水層に達する
鉛直遮水壁で囲み、該鉛直遮水壁の内外間の地下水の移動を完全に遮断するという手段が
採られており、これは、汚染物質が追って処理される予定で、汚染物質をその処理が済む
までの限られた期間だけ限られた範囲に留めておけばよい場合でも同様であった。
【０００３】
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しかし、前述のようにして汚染物質を完全に封じ込める従来技術には、不透水層が深い場
合に遮水壁が長くなって工費が増大し、また、地下水流が遮水壁で遮断されることになっ
て下流側（場合によっては同時に上流側）に地下水障害が生じる、という問題点があった
。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明が解決しようとする課題（本発明の目的）は、前述のような問題点がなく、特に、
地中の汚染物質を限られた期間だけ限られた範囲に留めておく場合に有効な遮水壁による
地中汚染物質の封じ込め方法を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するために、本発明では、基本的に、地中の汚染物質を囲んで、不透水層
に達しない長さの遮水壁を打設し、該遮水壁で囲まれた内部の地下水流の流速を低下させ
て、汚染物質が溶出した地下水の移動を遅らせるようにしている。
【０００６】
そして、本発明では、地下水流に直交する方向の遮水壁の設置幅と遮水壁の打設深さとの
何れか一方もしくは双方を変えて、遮水壁で囲まれた内部の特定部所の地下水流の流速を
調節するようにしている。
【０００７】
本発明者らが解析および実験から得た知見によると、鉛直遮水壁で囲まれた内部の地下水
流の流速は、上方になるに従って次第に小さくなり、また、鉛直遮水壁で囲まれた内部の
特定部所の地下水流の流速は、地下水流に直交する方向の鉛直遮水壁の設置幅（間隔）が
小さくなるか、もしくは、鉛直遮水壁の打設深さ（下端深度）が大きくなると、小さくな
る。
【０００８】
そして、地下水流に直交する方向の鉛直遮水壁の設置幅と鉛直遮水壁の打設深さとの比が
一定であると、鉛直遮水壁で囲まれた内部の相対的に同じ箇所の地下水流の流速は、一定
であり、相似性が成立するので、これを利用して作成したノモグラムによる設計が可能と
なる。
【０００９】
なお、前述の遮水壁で囲むことによる地下水流の流速の低減効果は、遮水壁が鉛直の場合
だけでなく、傾斜している場合にも期待でき、例えば、既設建築物の下に地中汚染物質が
あり、既設建築物の側方で鉛直に遮水壁を打設すると地下水流に直交する方向の遮水壁の
設置幅が大きくなり過ぎるような場合には、遮水壁を下端が相寄るように傾斜させて遮水
壁の下端間の間隔を狭め、その間隔と遮水壁の下端の深度との比をもとに作成したノモグ
ラムを用いて、地下水流の流速を所定値に低減させることができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施例（遮水壁が鉛直の場合）の説明図である図１，図２において、１は地中
の汚染物質、２は不透水層、３は遮水壁であり、遮水壁３は、十分に止水性を有する材料
から成り、汚染物質１を囲んで、不透水層２に達しない深さに垂直に打設されている。
【００１１】
遮水壁３で囲まれた内部４の地下水流の流速は、上方になるに従って小さくなり、また、
Ｂを地下水流（矢印Ｘの方向に流れる）に直交する方向の遮水壁３の設置幅、Ｈを遮水壁
３の打設深さとすると、内部４の特定部所（通常は中心部を考えるが、これに限定されな
い）の地下水流の流速は、設置幅Ｂが小さくなるか、もしくは、打設深さＨが大きくなる
と、小さくなる。
【００１２】
したがって、遮水壁３の設置幅Ｂと打設深さＨとの何れか一方もしくは双方を変えること
により、遮水壁３で囲まれた内部４の特定部所の地下水流の流速を調節することができる
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。
【００１３】
なお、遮水壁３で囲まれた内部４の特定部所の地下水流の流速は、遮水壁３がない状態に
おける流速を１として例えば図３のように相対的に表示することができる。
【００１４】
先にも述べたように、遮水壁３の設置幅Ｂと打設深さＨとの比が一定のとき、内部４の相
対的に同じ箇所の地下水流の流速は一定であるから、このことを利用して、例えば、図３
に示すようなノモグラムを作成し、これにより、遮水壁３で囲まれた内部４における所定
範囲の地下水流の流速を一定値以下にするための遮水壁３の設置幅Ｂと打設深さＨを容易
に設定することができる。
【００１５】
図３は遮水壁３の打設深さＨを１０ｍとしたときの遮水壁３の設置幅Ｂと打設深さＨとの
比が３．０と２，０と１．０と０．５の場合の各々について、遮水壁３の設置幅Ｂの中間
位置の各深度Ｄにおける地下水流の流速比Ｖ／Ｖ０ （ここにＶ０ は遮水壁３がない場合の
流速）を算定して作成したものであり、これにより、例えば、地下水流の流速比が０．１
まで低減する範囲を深度５ｍまで確保したい場合は、ＤとＨの比が０．５であるから、Ｂ
とＨの比が０．５となる遮水壁長を選定でき、Ｂを５ｍに設定すればよいことが判る。
【００１６】
なお、図３に示すような遮水壁３の打設深さＨを一定にしたノモグラムの外、遮水壁３の
設置幅Ｂを一定にしたノモグラムも作成することができるのは言うまでもない。
【００１７】
そして遮水壁が鉛直でない場合でも、地下水流に直交する方向の遮水壁の下端間の間隔を
Ｂ、遮水壁の下端の深度をＨとすることにより、前述のノモグラムを利用することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を説明するための縦断面図である。
【図２】同じく水平断面図である。
【図３】鉛直の遮水壁の打設深さを一定にした場合のノモグラムの一例図である。
【符号の説明】
１：汚染物質、２：不透水層、３：遮水壁、４：内部、Ｘ：矢印、Ｂ：設置幅、Ｈ：打設
深さ。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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